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(57)【要約】
【課題】転動疲労寿命に優れた浸炭軸受鋼鋼材を効率よく溶製する。
【解決手段】質量％で、Ｃ：０．０５～０．３０％、Ｓｉ：０．０５～１．０％、Ｍｎ：
０．１０～２．０％、Ｐ：０．０５０％以下、Ｓ：０．００８％以下、Ｃｒ：０．４～２
．０％、Ａｌ：０．０１０～０．０５０％、Ｎ：０．０１０～０．０２５％およびＯ：０
．００１５％以下を含有し、残部はＦｅおよび不純物の化学組成からなる浸炭軸受鋼鋼材
の溶製方法である。工程１：フラックス吹込み処理、工程２：スラグ精錬処理、工程３：
溶鋼還流処理の順に取鍋精錬処理を行うことにより、硫化物系介在物を構成するＳ含有化
合物の平均組成が、ＣａＳ：１．０％以上、ＭｇＳ：０～２０％、かつ、ＣａＳ、ＭｇＳ
およびＭｎＳの３成分の合計が９５％以上になるように硫化物系介在物を制御する。
【選択図】なし



(2) JP 2014-5520 A 2014.1.16

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．０５～０．３０％、Ｓｉ：０．０５～１．０％、Ｍｎ：０．１０～
２．０％、Ｐ：０．０５０％以下、Ｓ：０．００８％以下、Ｃｒ：０．４～２．０％、Ａ
ｌ：０．０１０～０．０５０％、Ｎ：０．０１０～０．０２５％およびＯ：０．００１５
％以下を含有し、残部はＦｅおよび不純物の化学組成からなる浸炭軸受鋼鋼材の溶製方法
であって、
　下記工程１～工程３の順に取鍋精錬処理を行うことにより、
　硫化物系介在物を構成するＳ含有化合物の平均組成が、質量％で、ＣａＳ：１．０％以
上、ＭｇＳ：０～２０％、かつ、ＣａＳ、ＭｇＳおよびＭｎＳの３成分の合計が９５％以
上になるように、硫化物系介在物を制御することを特徴とする浸炭軸受鋼鋼材の溶製方法
。
　工程１：転炉または電気炉から取鍋に出鋼した溶鋼中に、バブリングランスを介して、
質量％で、ＣａＯ：４０～７０％、Ａｌ２Ｏ３：３０％以下を含有するＣａＯ系精錬フラ
ックスを、該ＣａＯ系精錬フラックス中のＣａ量が、Ｃａ純分として溶鋼１ｔ当たり１．
０～２．６ｋｇの範囲で吹き込む工程。
　工程２：工程２の処理終了時の溶鋼上スラグ組成が、質量％で、ＣａＯ：３５～６５％
、Ａｌ２Ｏ３：１０～３５％、ＳｉＯ２：１０％以下（０％を含まない）、ＭｇＯ：０～
１５％、ＣａＦ２：０～３０％、ＣａＯ／ＳｉＯ２：６．０以上およびＣａＯ／Ａｌ２Ｏ

３：１．８～３．５であって、かつ、そのスラグ量が、溶鋼１トン当たり５～１５ｋｇに
なるように精錬剤を添加し、溶鋼および溶鋼上スラグをその添加した精錬剤とともに撹拌
する工程。
　工程３：溶鋼環流型真空脱ガス処理装置を用いて、溶鋼成分調整後に溶鋼を還流させる
処理を１０分間以上行う工程。
【請求項２】
　Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｍｏ：１．０％以下およびＮｉ：２．０％以下のうち
の１種以上を含有する、請求項１に記載の浸炭軸受鋼鋼材の溶製方法。
【請求項３】
　制御される硫化物系介在物は、工程１～工程３の順に取鍋精錬処理を施した後に溶鋼を
連続鋳造し、その後分塊圧延および棒鋼圧延して製造した棒鋼を対象として、
　該鋼材の長手方向縦断面１００ｍｍ２中の３０箇所で測定した最大硫化物であることを
特徴とする請求項１または請求項２に記載の浸炭軸受鋼鋼材の溶製方法。
【請求項４】
　制御される硫化物系介在物は、工程１～工程３の順に取鍋精錬処理を施した後に溶鋼を
連続鋳造し、その後分塊圧延および棒鋼圧延して製造した棒鋼を対象として、
　該鋼材の長手方向縦断面１００ｍｍ２中の最大硫化物径である√ＡＲＥＡｍａｘの測定
を３０箇所において行い、極値統計処理を用いて算出される３００００ｍｍ２中における
硫化物の予測最大径である予測√ＡＲＥＡｍａｘが６０μｍ以下であり、かつ前記３０箇
所の最大硫化物の平均アスペクト比が５．０以下であるものとすることを特徴とする、請
求項１～３のいずれか１項に記載の浸炭軸受鋼鋼材の溶製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベアリング等の機械構造部品に用いられる転動疲労寿命に優れた浸炭軸受鋼
鋼材の溶製方法に関し、より具体的には、酸化物系介在物を小径化するとともに硫化物系
介在物の組成を所定範囲内に制御することができる、転動疲労寿命に優れた浸炭軸受鋼鋼
材の溶製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　浸炭軸受鋼鋼材は「玉軸受」、「コロ軸受」等の転がり軸受に用いられており、近年の
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エンジンの高出力化および周辺部品の小型化のニーズによって、より一層長い転動疲労寿
命が必要とされている。
【０００３】
　この要求に対し、鋼材面からの対策としては、一般的に軸受の剥離の原因となるような
Ａｌ２Ｏ３に代表される非金属介在物（以下、単に「介在物」ということがある。）の量
を極力低減させ、転動疲労寿命の向上を図ることが行われてきた。
【０００４】
　しかしながら、例えば、非特許文献１に記載されているように、近年の製鋼技術の進歩
により酸化物系介在物が小径化した結果、相対的に硫化物系介在物のサイズが大きくなる
場合があるため、酸化物系介在物のみだけでなく、硫化物系介在物に起因して転動疲労寿
命のばらつきが大きくなることがある。そこで、酸化物系介在物を小径化するとともに硫
化物系介在物を制御した浸炭軸受鋼鋼材の溶製が必要となってきている。
【０００５】
　従来から、転動疲労寿命に優れた浸炭軸受鋼鋼材を溶製するために、種々の方法が提案
されている。例えば、特許文献１には、質量％で、Ｃ：０．１～０．５％、Ｓｉ：０．０
１～１．５％、Ｍｎ：０．３０～１．８０％、Ｓ：０．００１％～０．１５％、Ｃｒ：０
．４～２．０％、Ｔｉ：０．０５～０．２％を含有し、Ａｌ：０．０４％以下、Ｎ：０．
００５０％以下、Ｐ：０．０２５％以下、Ｏ：０．００２５％以下に制限し、さらに、Ｍ
ｇ：０．００３％以下、Ｚｒ：０．０１％以下、Ｃａ：０．００５％以下の１種または２
種以上を含有し、必要に応じてさらに、特定量のＮｂ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｖ、Ｂのいずれか１
種または２種以上を含有し、残部が鉄および不可避的不純物からなり、ＡｌＮの析出量を
０．０１％以下に制限し、円相当径が２０μｍ超、アスペクト比が３超で硫化物の密度ｄ
（個／ｍｍ２）と、Ｓの含有量［Ｓ］（質量％）とが、ｄ≦１７００［Ｓ］＋２０を満足
することを特徴とする「冷間加工性、切削性、浸炭焼入れ後の疲労特性に優れた肌焼き鋼
」およびその製造方法が開示されているが、製鋼段階においての明確な溶製方法が明記さ
れていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４５２８３６３号
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】長尾実佐樹ら：Ｓａｎｙｏ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｖｏ
ｌ．１２（２００５）Ｎｏ．１、ｐ．３８
【非特許文献２】村上敬宜：金属疲労　微小欠陥と介在物の影響（１９９３）、［養賢堂
］
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明は、酸化物系介在物を小径化するとともに硫化物系介在物の組成を所定
範囲内に制御することにより、介在物サイズを小さくコントロールして転動疲労寿命に優
れた浸炭軸受鋼鋼材を溶製することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　転動部材において欠陥が生じる主な形態には、鋼中に存在する介在物に繰返し荷重が加
わり、応力集中によって生じた亀裂が繰り返し荷重によって徐々に進展し、最終的に剥離
に至ることが挙げられる。
【００１０】
　そのため、本発明者らは、転動疲労寿命に及ぼす介在物の影響を調査した。その結果、
非特許文献２に示されているように、転動疲労寿命向上のためには、極値統計処理によっ
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て予測される最大介在物径である√ＡＲＥＡｍａｘ（以下、「予測√ＡＲＥＡｍａｘ」と
いうことがある。）を小さくすることが有効であり、その中でも鋼材の長手方向に認めら
れる介在物の長さを短くすることが重要であることを確認した。
【００１１】
　そこで、さらに、介在物の転動疲労に及ぼす影響を詳細に調査し、その結果下記（ａ）
および（ｂ）の知見を得ることができた。
【００１２】
　（ａ）硫化物の組成を制御することによって、すなわち硫化物中にＣａＳを１％以上含
有するように組成を制御することによって介在物の長さを短くすることができ、このため
に転動疲労寿命が著しく向上する。
【００１３】
　（ｂ）転動疲労寿命は、鋼材の長手方向縦断面１００ｍｍ２中の３０箇所で測定した最
大酸化物および最大硫化物の平均組成と相関を有する。
　そこで、そのような酸化物、硫化物に必要な種類および組成と、そのように酸化物、硫
化物の組成をコントロールするための製造条件について具体的に調査検討した。
【００１４】
　従来は、一般的に浸炭軸受鋼鋼材の製造プロセスとしては、転炉あるいは電気炉で溶製
した溶鋼を出鋼時にＡｌで脱酸し、フラックスを添加して溶鋼と撹拌して非金属介在物の
組成等を制御し、併せてその除去を図った後、さらにＲＨ（Ｒｕｈｒｓｔａｈｌ　Ｈｅｒ
ａｅｕｓ）真空脱ガス処理装置でガス成分を除去するとともに非金属介在物を除去すると
いう溶製方法が多く行われてきた。
【００１５】
　しかし、その溶製方法では酸化物系介在物を微細なサイズにコントロールできていても
、硫化物系介在物まで制御することは格別意識されてこなかった。
【００１６】
　硫化物系介在物を制御するためには、何らかの精錬操作の新たな工夫を必要とする。た
だし、溶鋼上に形成させたスラグと溶鋼とを反応させる処理が酸化物系介在物の減少およ
び微細化に効果的であることを考えると、その処理の効果を失わないように、硫化物系介
在物を制御できる処理を考えることが得策である。
【００１７】
　そのような処理として、転炉または電気炉より取鍋に出鋼した溶鋼に対して、フラック
スを添加して溶鋼と撹拌する処理の前に、バブリングランスを介して溶鋼中に撹拌ガスと
精錬フラックスを吹込む処理を挿入することが考えられる。
【００１８】
　このバブリングランスを介して溶鋼中にフラックスを吹込む処理では、吹き込まれたフ
ラックスが直接溶鋼中Ｓと反応し、硫化物を生成する。したがって、従来の添加されたフ
ラックスが溶鋼上にスラグを形成し、そのスラグが溶鋼中成分および懸濁介在物と反応す
る際と比べて、溶鋼中に形成される介在物の組成や性状が異なることが期待できる。その
ため、フラックス吹込み処理とフラックスを添加して溶鋼と撹拌する処理とを適切に組み
合わせることにより、その両処理を経た溶鋼中の介在物組成や性状を、所望する範囲内に
制御できるようになることが期待できる。
【００１９】
　そこで、転動疲労寿命を向上させるための前記した硫化物の組成制御（すなわち、硫化
物中にＣａＳを１％以上含有するように組成を制御すること）に関連する他の介在物構成
成分の必要組成範囲を検討し、そのフラックス吹込み工程を、必要とする介在物組成に制
御することができ、かつ、フラックスが浮上して溶鋼上のスラグの一部となった後にも、
そのスラグにより酸化物系介在物を微細なサイズにコントロールする効果を失わないよう
にできる、適切なフラックス組成と量並びに適切な吹込み条件を検討した。
【００２０】
　その後、適切な条件でフラックスおよびスラグと溶鋼とを撹拌するスラグ精錬処理を行
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い、さらに溶鋼環流型脱ガス装置にて介在物を除去する溶鋼環流処理を施せばよい。
【００２１】
　本発明は、上記の着想に基づきバブリングランスを介して溶鋼中にフラックスを吹込む
処理を中心に、その後のスラグ精錬を行う工程と溶鋼環流型脱ガス装置で溶鋼環流処理を
行う工程とを組み合わせて検討し完成させたもので、その要旨は以下に示す浸炭軸受鋼鋼
材の溶製方法である。
【００２２】
　（１）質量％で、Ｃ：０．０５～０．３０％、Ｓｉ：０．０５～１．０％、Ｍｎ：０．
１０～２．０％、Ｐ：０．０５０％以下、Ｓ：０．００８％以下、Ｃｒ：０．４～２．０
％、Ａｌ：０．０１０～０．０５０％、Ｎ：０．０１０～０．０２５％およびＯ：０．０
０１５％以下を含有し、残部はＦｅおよび不純物の化学組成からなる浸炭軸受鋼鋼材の溶
製方法であって、
　次の工程１～工程３の順に取鍋精錬処理を行うことにより、
　酸化物系介在物を小径化したうえで硫化物系介在物を構成するＳ含有化合物の平均組成
が、質量％で、ＣａＳ：１．０％以上、ＭｇＳ：０～２０％、かつ、ＣａＳ、ＭｇＳおよ
びＭｎＳの３成分の合計が９５％以上になるように硫化物系介在物を制御することを特徴
とする浸炭軸受鋼鋼材の溶製方法；
　工程１：転炉または電気炉から取鍋に出鋼した溶鋼中に、バブリングランスを介して、
質量％で、ＣａＯ：４０～７０％、Ａｌ２Ｏ３：３０％以下を含有するＣａＯ系精錬フラ
ックスを、該ＣａＯ系精錬フラックス中のＣａ量が、Ｃａ純分として溶鋼１ｔ当たり１．
０～２．６ｋｇの範囲で吹き込む工程。
【００２３】
　工程２：工程２の処理終了時の溶鋼上スラグ組成が、質量％で、ＣａＯ：３５～６５％
、Ａｌ２Ｏ３：１０～３５％、ＳｉＯ２：１０％以下（０％を含まない）、ＭｇＯ：０～
１５％、ＣａＦ２：０～３０％、ＣａＯ／ＳｉＯ２：６．０以上およびＣａＯ／Ａｌ２Ｏ

３：１．８～３．５であって、かつ、そのスラグ量が、溶鋼１トン当たり５～１５ｋｇに
なるように精錬剤を添加し、溶鋼および溶鋼上スラグをその添加した精錬剤とともに撹拌
する工程。
【００２４】
　工程３：溶鋼環流型真空脱ガス処理装置を用いて、溶鋼成分調整後に溶鋼を還流させる
処理を１０分間以上行う工程。
【００２５】
　（２）Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｍｏ：１．０％以下およびＮｉ：２．０％以下
のうち１種以上を含有する、上記（１）に記載の浸炭軸受鋼鋼材の溶製方法。
【００２６】
　（３）制御される硫化物系介在物は、工程１～工程３の順に取鍋精錬処理を施した後に
溶鋼を連続鋳造し、その後分塊圧延および棒鋼圧延して製造した棒鋼を対象として
　該鋼材の長手方向縦断面１００ｍｍ２中の３０箇所で測定した最大硫化物であることを
特徴とする上記（１）または上記（２）に記載された浸炭軸受鋼鋼材の溶製方法。
【００２７】
　（４）制御される硫化物系介在物は、工程１～工程３の順に取鍋精錬処理を施した後に
溶鋼を連続鋳造し、その後分塊圧延および棒鋼圧延して製造した棒鋼を対象として、
　該鋼材の長手方向縦断面１００ｍｍ２中の最大硫化物径である√ＡＲＥＡｍａｘの測定
を３０箇所において行い、極値統計処理を用いて算出される３００００ｍｍ２中における
硫化物の予測最大径である予測√ＡＲＥＡｍａｘが６０μｍ以下であり、かつ前記３０箇
所の最大硫化物の平均アスペクト比が５．０以下であるものとすることを特徴とする、上
記（１）～上記（３）のいずれか１つに記載の浸炭軸受鋼鋼材の溶製方法。
【００２８】
　本発明において「硫化物系介在物」は、鋼中の介在物粒が実質的にＣａＳ、ＭｇＳ、Ｍ
ｎＳ等のＳ含有化合物のみで構成されているもののほか、質量比率で５０％以上がＣａＳ
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、ＭｇＳ、ＭｎＳ等のＳ含有化合物で構成されているものの、同じ介在物粒の一部にＣａ
Ｏ、Ａｌ２Ｏ３等の酸化物やＴｉＮに代表される窒化物が併存しているものも該当する。
【００２９】
　また「硫化物系介在物を構成するＳ含有化合物の平均組成」を計算する際、鋼中の介在
物粒の一部に酸化物や窒化物が併存している場合には、ＣａＳ、ＭｇＳ、ＭｎＳ等のＳ含
有化合物のみの部分を分析対象とする。なお、Ｓ含有化合物は、ＣａＳ、ＭｇＳ、ＭｎＳ
の３種類のみであることも多く、残部はＦｅＳ等であるが、鋼中に存在する介在物のＦｅ
Ｓ濃度を正確に分析することは難しい。そこで、本発明では「硫化物系介在物を構成する
Ｓ含有化合物の平均組成が、ＣａＳ、ＭｇＳおよびＭｎＳの３成分の合計で９５質量％以
上」である介在物を、組成制御する対象の介在物として定めた。
【００３０】
　なお、各元素、酸化物および硫化物の含有量の「％」は「質量％」を意味する。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明により、酸化物系介在物を小径化するとともに硫化物系介在物の組成を所定範囲
内に制御することにより、介在物サイズを小さくコントロールして転動疲労寿命に優れた
浸炭軸受鋼鋼材を、効率よく溶製することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】浸炭焼入れ－焼戻しのヒートパターンの一例を示す図であり、（ａ）は油焼入れ
のヒートパターンであり、（ｂ）は焼戻しのヒートパターンである。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明を実施するための形態を各要件について詳しく説明する。なお、各元素、
酸化物および硫化物の含有量の「％」は「質量％」を意味する。
【００３４】
　（Ａ）鋼材の化学組成
　Ｃ：０．０５～０．３０％
　Ｃは、本発明の鋼材の強度を左右する重要な元素である。浸炭焼入れしたときの部品の
芯部強度（部品の生地の強度）を確保するためには、０．０５％以上のＣを含有させる必
要がある。一方、０．３０％を超えるＣを含有させると靱性および被削性が低下する。し
たがって、Ｃの含有量を０．０５～０．３０％とした。Ｃの含有量は０．１５％以上とす
ることが好ましく、０．１８％以上とすれば一層好ましい。また、Ｃの含有量は０．２５
％以下とすることが好ましく、０．２３％以下とすれば一層好ましい。
【００３５】
　Ｓｉ：０．０５～１．０％
　Ｓｉは、焼入れ性および焼戻し軟化抵抗を高める効果が大きく、また、転動疲労強度の
向上にも効果を有する元素である。しかしながら、Ｓｉの含有量が０．０５％未満では前
記の効果が不十分である。一方、Ｓｉの含有量が１．０％を超えると、転動疲労強度を高
める効果が飽和するだけでなく、靱性および被削性の低下が顕著になる。したがって、Ｓ
ｉの含有量を０．０５～１．０％とした。Ｓｉの含有量は０．１０％以上とすることが好
ましく、０．１５％以上とすれば一層好ましい。また、Ｓｉの含有量は０．７０％以下と
することが好ましく、０．３５％以下とすれば一層好ましい。
【００３６】
　Ｍｎ：０．１０～２．０％
　Ｍｎは、鋼に固溶して鋼の転動疲労強度を高め、鋼の焼入れ性を高める元素である。Ｍ
ｎはさらに、鋼中のＳと結合してＭｎＳを形成し、鋼の被削性を高める。これらの効果を
得るためには、０．１０％以上のＭｎを含有させる必要がある。しかし、Ｍｎの含有量が
過剰になると焼入れ後の表面硬さが高くなりすぎて、靱性および被削性が低下する。この
ため、上限を設け、Ｍｎの含有量を０．１０～２．０％とした。焼入れ性および強度を向
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上させたい場合、Ｍｎの含有量は０．６０％以上とすることが好ましい。なお、Ｍｎの含
有量は０．９０％以下とすることが好ましい。
【００３７】
　Ｐ：０．０５０％以下
　Ｐは、鋼中に不純物として混入する元素である。Ｐを過剰に含有すると、熱間加工性の
低下を招く。このため、上限を設け、Ｐの含有量を０．０５％以下とした。好ましいＰ含
有量は０．０３５％以下であり、さらに好ましくは０．０２５％以下である。
【００３８】
　Ｓ：０．００８％以下
　Ｓは、硫化物を形成する元素であり、その含有量が０．００８％を上回ると硫化物中の
Ｃａ濃度が低下し、延伸した粗大な硫化物を形成しやすくなって、転動疲労寿命の低下を
招く。したがって、Ｓの含有量を０．００８％以下とした。Ｓの含有量は０．００５％以
下とすることが好ましい。
【００３９】
　Ｃｒ：０．４～２．０％
　Ｃｒは、鋼の焼入れ性、焼入れ焼戻し後の強度および靱性を向上させるのに有効な元素
である。これらの効果を得るためには、０．４％以上のＣｒ含有量が必要である。しかし
ながら、Ｃｒを２．０％を超えて含有させると、かえって靱性が低下し、さらには被削性
も低下する。したがって、Ｃｒの含有量を０．４～２．０％とした。Ｃｒの含有量は０．
６％以上とすることが好ましく、また１．５％以下とすることが好ましい。
【００４０】
　Ａｌ：０．０１０～０．０５０％
　Ａｌは、精錬工程で脱酸を行うために使用する元素であり、また、ＡｌＮを形成して結
晶粒を微細化する効果を有する元素である。しかし、Ａｌの含有量が０．０１０％未満で
は上記効果が不十分である。一方、０．０５０％を超えてＡｌを含有させた場合、粗大な
酸化物として残存しやすくなり、転動疲労寿命の低下を招く。したがって、Ａｌの含有量
を０．０１０～０．０５０％とした。Ａｌの含有量は、０．０２０％以上とすることが好
ましく、また０．０４０％以下とすることが好ましい。
【００４１】
　Ｎ：０．０１０～０．０２５％
　Ｎは、Ａｌと結合してＡｌＮを生成し、結晶粒を微細化する働きをする。しかし、Ｎの
含有量が０．０１０％未満では上記効果が不十分である。一方、０．０２５％を超えてＮ
を含有させた場合、かえって鋼の強度を低下させる。したがって、Ｎの含有量を０．０１
０～０．０２５％とした。なお、Ｎ含有量の上限は０．０２０％とすることが好ましい。
【００４２】
　Ｏ：０．００１５％以下
　Ｏは、酸化物を生成する元素であるため、極力その含有量を低下させる必要がある。Ｏ
の含有量が多くなって、特に０．００１５％を上回ると、粗大な酸化物として残存しやす
くなり、転動疲労寿命の低下を招く。したがって、Ｏの含有量を０．００１５％以下とし
た。Ｏの含有量は０．００１０％以下であることが好ましい。なお、Ｏの含有量はできる
限り少なくすることが好ましいが、製鋼でのコストを考慮すると、その下限は０．０００
５％程度となる。
【００４３】
　本発明の浸炭軸受鋼鋼材の化学組成の一つは、上記元素のほか、残部がＦｅと不純物か
らなるものである。
　なお、残部としての「Ｆｅおよび不純物」における「不純物」とは、鋼材を工業的に製
造する際に、原料としての鉱石、スクラップ、または製造環境などから混入するものを指
す。
【００４４】
　本発明の浸炭軸受鋼鋼材の化学組成の他の一つは、Ｆｅの一部に代えて、ＭｏおよびＮ
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ｉのうちの１種以上の元素を含有するものである。
　以下、任意元素であるＭｏおよびＮｉの作用効果と、含有量の限定理由について説明す
る。
【００４５】
　Ｍｏ：１．０％以下
　Ｍｏは、鋼の焼入れ性を高めて、転動疲労強度を高める効果を有する。また、Ｍｏには
、浸炭後の焼入れ処理において、不完全焼入れ層を抑制する効果もある。このため、Ｍｏ
を含有させてもよい。しかしながら、Ｍｏの含有量が過剰になると、鋼の被削性が低下し
、さらに、鋼の製造コストも高くなる。したがって、含有させる場合のＭｏの量に上限を
設け、１．０％以下とした。含有させる場合のＭｏの量は、０．５０％以下であることが
好ましく、０．３０％以下であればさらに好ましい。
【００４６】
　一方、前記したＭｏの効果を安定して得るためには、Ｍｏの含有量は０．０２％以上で
あることが好ましく、０．０５％以上であれば一層好ましい。Ｍｏの含有量は、０．１０
％以上であれば極めて好ましい。
【００４７】
　Ｎｉ：２．０％以下
　Ｎｉは、転動疲労強度を高める効果を有する。Ｎｉには、焼入れ性および靱性を向上さ
せる効果もある。このため、Ｎｉを含有させてもよい。しかしながら、Ｎｉの含有量が２
．０％を超えても上記効果は飽和するので、鋼の製造コストが嵩むばかりである。したが
って、含有させる場合のＮｉの量に上限を設け、２．０％以下とした。含有させる場合の
Ｎｉの量は、１．８％以下であることが好ましい。
【００４８】
　一方、前記したＮｉの効果を安定して得るためには、Ｎｉの含有量は０．２０％以上で
あることが好ましく、０．４０％以上であれば一層好ましい。
【００４９】
　上記のＭｏおよびＮｉは、そのうちのいずれか１種のみ、または、２種の複合で含有さ
せることができる。これらの元素を複合して含有させる場合の合計量は、各元素の含有量
がそれぞれの上限値である場合の３．０％であってもよいが、２．１％以下であることが
好ましい。
【００５０】
　（Ｂ）硫化物系介在物を構成するＳ含有化合物の平均組成
　本発明の浸炭軸受鋼鋼材は、上記した化学組成範囲を満たした上で、硫化物系介在物を
構成するＳ含有化合物の平均組成が「ＣａＳ：１．０質量％以上、ＭｇＳ：０～２０質量
％、かつ、ＣａＳ、ＭｇＳおよびＭｎＳの３成分の合計が９５質量％以上」という条件を
満たすことにより、延伸した粗大な硫化物の生成が抑制され、優れた転動疲労寿命を確保
することが可能になる。
【００５１】
　ＣａＳ：１．０質量％以上
　ＣａＳは、脱硫反応によって生成する硫化物である。ＣａＳ濃度が１．０％以上になる
と、延伸した粗大な硫化物の生成を抑制する効果が得られる。硫化物としてＣａＳだけが
存在しても、つまり、ＣａＳ濃度が１００％であっても構わない。したがって、硫化物系
介在物を構成するＳ含有化合物の平均組成におけるＣａＳ濃度を、１．０質量％以上とし
た。
【００５２】
　ＭｇＳ：０～２０％
　精錬段階にて鋼中にＭｇが取込まれ、硫化物系介在物中にＭｇＳが混入する場合がある
。ＭｇＳ濃度が２０％を上回るような条件では、鋼中に別に存在している酸化物系介在物
中のＭｇＯ濃度が増加し、点列状の粗大な酸化物の生成を招くため、ＭｇＳ濃度は２０％
以下に制限する。なお、硫化物系介在物中にＭｇＳは存在していなくても構わない。した
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がって、硫化物系介在物を構成するＳ含有化合物の平均組成におけるＭｇＳ濃度を、０～
２０％とした。
【００５３】
　なお、ＣａＳ濃度が１．０％以上になると、延伸した粗大な硫化物の生成が抑制される
。このため、Ｓ含有化合物としてのＣａＳ、ＭｇＳおよびＭｎＳの３成分のうちの残部と
してのＭｎＳの濃度は、ＣａＳとＭｎＳの２種類しか存在しない場合には、ＣａＳ濃度が
１．０％の場合の９９．０％であってもよい。また、ＣａＳ、ＭｇＳとＭｎＳの３種類と
も存在する場合には、ＣａＳ濃度が１．０％で、ＭｇＯ濃度が０％に近い値の場合の９９
．０％に近い値であってもよい。
【００５４】
　Ｓ含有化合物の平均組成は、例えば以下のように求められる。先ず、前記した化学組成
を有する溶鋼を連続鋳造して得た鋳片を分塊圧延し、さらに棒鋼圧延して直径１２０～７
０ｍｍ程度の棒鋼を製造する。この鋳片から棒鋼までの圧下比は、後述するように１０以
上とすることが好ましい。この棒鋼の長手方向が素形材の厚みとなるように、直径が６０
ｍｍで厚みが５．５ｍｍの素形材をスライスして採取した。その素形材の長手方向縦断面
１００ｍｍ２中の最大硫化物径である√ＡＲＥＡｍａｘの測定を３０箇所において行い、
その介在物の組成を、エネルギー分散型Ｘ線分光法によって測定する。その介在物を構成
する平均組成を算術平均により求める。
【００５５】
　本発明では、転動疲労寿命は、素形材の長手方向縦断面１００ｍｍ２中の最大硫化物径
である√ＡＲＥＡｍａｘの測定を３０箇所において行い、極値統計処理を用いて算出され
る３００００ｍｍ２中における硫化物の予測最大径である予測√ＡＲＥＡｍａｘのサイズ
、最大硫化物の平均アスペクト比と相関を有するとの知見に基づき、硫化物の予測最大径
である予測√ＡＲＥＡｍａｘのサイズ、最大硫化物の平均アスペクト比を制御することが
、さらに好ましい。
【００５６】
　本発明でいう鋼材の「長手方向縦断面」とは、鋼材の圧延方向または鍛錬軸に平行に切
断した面をいう。また、本発明でいう酸化物および硫化物の「アスペクト比」とはそれぞ
れ酸化物および硫化物の長径（Ｌ）と短径（Ｗ）の比、すなわちＬ／Ｗをいう。
【００５７】
　（Ｃ）精錬条件
　前述した硫化物組成は、次に述べる製造方法によって所定の範囲内に制御する。
　先ず、転炉または電気炉で酸化精錬を行った後、転炉または電気炉からの出鋼時にＡｌ
を添加して脱酸処理を行い、その後さらに除滓処理を実施してから、工程１～工程３の取
鍋精錬処理を順次行う。
【００５８】
　（１）工程１（フラックス吹込み処理）
　取鍋内の溶鋼を粉体吹込み装置まで搬送した後、溶鋼にバブリングランスを介してＡｒ
ガスとともに精錬フラックスを吹込み、溶鋼を撹拌する。このフラックス吹込み工程で、
ＣａＯ系精錬フラックスを、該ＣａＯ系精錬フラックス中のＣａ量が、Ｃａ純分として溶
鋼１ｔあたり１．０～２．６ｋｇの範囲で吹き込む。
【００５９】
　ここで、「ＣａＯ系精錬フラックス」は、ＣａＯを４０～７０質量％、Ａｌ２Ｏ３を３
０質量％以下含み、最大粒径１．０ｍｍ以下の粉末のものを使用する。このようなフラッ
クスを用いることで、吹き込まれたフラックスが溶鋼中で速やかに溶融し、その浮上中に
溶鋼中Ｓと反応してＳ含有介在物を生成し易くなるからである。また、その吹込み量は、
ＣａＯ系精錬フラックス中のＣａ量が、Ｃａ純分として溶鋼１ｔあたり１．０ｋｇ未満で
は、溶鋼中Ｓの脱硫用としても、溶鋼中介在物のＣａＳを中心とする組成の制御用として
も不十分である。一方、ＣａＯ系精錬フラックス中のＣａ量が、Ｃａ純分として溶鋼１ｔ
あたり２．６ｋｇを超える量は、溶鋼中介在物のＣａＳを中心とする組成の制御用として
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は多過ぎ、むしろ生成するスラグが溶融し難くなるため処理時間がかかる上に、フラック
ス吹込みによる精錬コストも嵩んでしまうので不適当といえる。
【００６０】
　なお、吹きこむ撹拌ガス流量は、（１）式から求まる撹拌動力密度εが１８０Ｗ／ｔ以
上３７０Ｗ／ｔ以下とすることが好ましい。フラックス吹込みによる精錬効果を十分に上
げるためには、１８０Ｗ／ｔ程度以上の撹拌強度（撹拌動力密度）が一般に好ましいから
である。一方、大きな撹拌動力密度εで操業すると、撹拌が激しいために溶鋼が取鍋から
溢れることがあり、取鍋のフリボードを下げて操業しなければならず生産性低下となる場
合があり得る。そこで、撹拌動力密度εを３７０Ｗ／ｔ程度以下に制限しておくことが、
操業面から好ましい。
【００６１】
ε＝（０．００６１８３×Ｑ×Ｔ）／Ｗ×ｌｎ［１＋（９．８×ρ×Ｈ）／Ｐ＋｛１－（
ＴＧ／Ｔ）｝］・・・（１）
ε：ガス撹拌に伴う溶鋼１ｔ当たりの撹拌動力密度（Ｗ／ｔ）
Ｑ：吹込みガス流量（Ｌ（Ｎｏｒｍａｌ）／ｍｉｎ）
Ｔ：溶鋼温度（Ｋ）
Ｗ：溶鋼量（ｔ）
ρ：溶鋼の密度（７０００ｋｇ／ｍ３）
Ｈ：ガス吹込み深さ（ｍ）
Ｐ：雰囲気圧力（Ｎ／ｍ２）
ＴＧ：吹込みガス温度（Ｋ）
【００６２】
　また、フラックス吹込み時間は、溶鋼脱硫および介在物組成制御の効果と、溶鋼温度低
下抑制の観点から５分間程度が適当である。
【００６３】
　（２）工程２（スラグ精錬処理）
　工程１を終了後、ＣａＯ：３５～６５％、Ａｌ２Ｏ３：１０～３５％、ＳｉＯ２：１０
％以下（０％を含まない）、ＭｇＯ：０～１５％、ＣａＦ２：０～３０％、ＣａＯ／Ｓｉ
Ｏ２：６以上およびＣａＯ／Ａｌ２Ｏ３：１．８～３．５を含有するスラグが、溶鋼１ト
ン当たり５～１５ｋｇの範囲で生成されるように、精錬剤を適宜調整して添加し、溶鋼中
に浸漬した上吹きランスや取鍋底からＡｒガスを吹き込んで、溶鋼および溶鋼上のスラグ
を該添加した精錬剤とともに撹拌して精錬処理する。
【００６４】
　この撹拌を行うスラグ精錬処理には、アーク式加熱装置付き取鍋精錬装置（ＬＦ（Ｌａ
ｄｌｅ　Ｆｕｒｎａｃｅ）、ＶＡＤ（Ｖａｃｕｕｍ　Ａｒｃ　Ｄｅｇａｓｓｉｎｇ）等）
を用いることが好ましく、中でもアーク式加熱装置付き真空溶鋼撹拌装置（以下、「ＶＡ
Ｄ」という。）を用いて、溶鋼を加熱するとともに溶鋼および溶鋼上のスラグ等を強撹拌
することが最も好ましい。
【００６５】
　この上記成分のスラグ組成は、工程１でも行った溶鋼の脱酸および脱硫をさらに促進し
、かつ、そこで生成させた硫化物の組成制御を維持しつつ促進する目的であるから、それ
に適した条件を選定したものである。
【００６６】
　この工程２で添加する精錬剤は、工程１で添加した精錬用フラックスとも合計して、工
程２終了後に上記した組成範囲のスラグが溶鋼上に５～１５ｋｇ／ｔ生成されるように、
ＣａＯやＡｌ２Ｏ３を主要構成成分とする生石灰や前記した精錬用フラックス等を適宜選
定して、溶鋼上方から添加すればよい。ＣａＦ２は使用しなくてもよいが、使用すれば添
加した精錬剤の滓化が促進され、スラグ精錬処理効果が高まることは当然である。
【００６７】
　（３）工程３（溶鋼環流処理）
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　工程２を終了後、ＲＨ（溶鋼環流型真空脱ガス処理装置）を用いて、溶鋼の脱ガスおよ
び介在物量低減を図る溶鋼環流処理を行う。ＲＨでの処理時間は、溶鋼成分を微調整する
ための合金鉄等の添加完了後に溶鋼を還流させる処理の時間が１０分間以上必要であり、
それを１５分間以上行うことが溶鋼中介在物の存在量を十分低減するために好ましい。
【００６８】
　ただし、溶鋼環流処理時間を長くすると溶鋼温度が低下するため、この後に行う連続鋳
造に支障のない温度を確保する観点から、この処理時間は３０分間程度に留めることが適
当と言える。ＲＨでの処理時間は、溶鋼成分の微調整処理を含めるとおよそ３０～４０分
間となる。
【００６９】
　（４）連続鋳造および圧延等
　その後、連続鋳造して横断面が３００ｍｍ×４００ｍｍ程度の鋳片にし、さらに、鋳片
を分塊圧延および棒鋼圧延で、圧下比が１０以上の熱間圧延を実施することが好ましい。
圧下比とは鋳片の断面積を最終の圧下によって得られた圧延軸受鋼鋼材の断面積で除した
値を示す。圧下比を１０以上とすることによって、複数からなる群にて存在する介在物間
の距離を大きくし、一体として判断される介在物が低減されるからである。
【００７０】
　（５）介在物調査
　鋼材の長手方向縦断面における硫化物の予測√ＡＲＥＡｍａｘおよび最大硫化物の平均
アスペクト比：
　「玉軸受」、「コロ軸受」等の転がり軸受の素材として用いるために、本発明の浸炭軸
受鋼鋼材は、鋼材の長手方向縦断面１００ｍｍ２中の最大硫化物径である√ＡＲＥＡｍａ

ｘの測定を３０箇所において行い、極値統計処理を用いて算出される３００００ｍｍ２中
における酸化物の予測最大径である予測√ＡＲＥＡｍａｘが５０μｍ以下であり、硫化物
の予測最大径である予測√ＡＲＥＡｍａｘが６０μｍ以下で、かつ前記３０箇所の最大硫
化物の平均アスペクト比がそれぞれ５．０以下であることが好ましい。
【００７１】
　なお、「極値統計処理」による介在物の予測√ＡＲＥＡｍａｘの評価は、例えば次に示
すような手順で行えばよい。
【００７２】
　〈１〉棒鋼の長手方向に平行である断面を研磨した後、その研磨面を被検面積として、
検査基準面積Ｓ０（ｍｍ２）を決める。
【００７３】
　〈２〉上記Ｓ０中で最大の√ＡＲＥＡを有する介在物を選び、その√ＡＲＥＡｍａｘ（
μｍ）を測定する。
【００７４】
　〈３〉上述した測定を、重複しない場所でｎ回繰り返して行う。
　〈４〉測定した√ＡＲＥＡｍａｘを小さい順に並べ直し、それを√ＡＲＥＡｍａｘ，ｊ
（ｊ＝１～ｎ）とする。
【００７５】
　〈５〉それぞれのｊについて下記の基準化変数ｙｊを計算する。
ｙｊ＝－ｌｎ［－ｌｎ｛ｊ／（ｎ＋１）｝］。
【００７６】
　〈６〉極値統計用紙の座標横軸に√ＡＲＥＡｍａｘ、縦軸に基準化変数ｙをとって、ｊ
＝１～ｎについてプロットし、最小二乗法により近似直線を求める。
【００７７】
　〈７〉評価したい面積をＳ（ｍｍ２）、Ｔ＝（Ｓ＋Ｓ０）／Ｓ０として下記の式（２）
からｙの値を求め、上記の近似曲線を用いて、前記ｙの値における√ＡＲＥＡｍａｘを求
めれば、これがその評価面積における介在物の予測√ＡＲＥＡｍａｘである。
ｙ＝－ｌｎ［－ｌｎ｛（Ｔ－１）／Ｔ｝］。・・・（２）
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　上記の方法で、鋼材の長手方向縦断面１００ｍｍ２中の最大硫化物について、√ＡＲＥ
Ａｍａｘの測定を３０箇所において行い、極値統計処理を行った際、３００００ｍｍ２中
に予測される硫化物の最大径である予測√ＡＲＥＡｍａｘが６０μｍを上回ると、延伸し
た粗大な硫化物によって転動疲労寿命が低下する。なお、硫化物の好ましい予測√ＡＲＥ
Ａｍａｘは５０μｍ以下である。また、硫化物の予測最大径√ＡＲＥＡｍａｘは小さけれ
ば小さい方が好ましい。
【００７９】
　硫化物径である介在物径√ＡＲＥＡの測定方法に関しては、非特許文献１に記載の光学
顕微鏡による測定方法に基づいて測定する。すなわち、まず、光学顕微鏡により、観察し
ている介在物が酸化物か硫化物かを判定する。そして、介在物の長径（Ｌ）は、単体また
は複数からなる群にて存在する介在物の端と端を結んだ最大の長さとし、その長径の方向
と平行な線で挟んだ介在物の最大幅を短径（Ｗ）とする。また、群にて存在する介在物の
場合には、２つ介在物間の距離と小さい方の介在物の√ＡＲＥＡの値とを比較し、小さい
方の介在物の√ＡＲＥＡの値が２つの介在物間の距離よりも大きな場合には２つの介在物
は一体と判断し、一方、小さい方の介在物の√ＡＲＥＡの値が２つの介在物間の距離より
も小さな場合には２つの介在物は別々の独立した介在物と判断する。
【００８０】
　上記３０箇所において測定を行った最大硫化物の平均アスペクト比が５．０を超えると
、延伸した粗大な硫化物によって、転動疲労寿命が低下する。したがって、上記３０箇所
において測定を行った最大硫化物の平均アスペクト比を、５．０以下とすることが好まし
い。なお、上記の最大硫化物の平均アスペクト比は、４．０以下であることがさらに好ま
しい。上記の最大硫化物の平均アスペクト比は、１に近ければ近い方がよい。
【００８１】
　なお、硫化物に関しては、以下の方法で各硫化物の濃度を算出する。
　まず、エネルギー分散型分光器（ＥＤＳ）によって、硫化物中のＣａ、Ｍｇ、Ｍｎおよ
びＳの含有量を「ｍｏｌ％」で定量する。ついで、［Ｃａ］、［Ｍｇ］、［Ｍｎ］からそ
れぞれ、ＣａＳ、ＭｇＳおよびＭｎＳの濃度を求める。
【００８２】
　上記のようにして求めた３０個それぞれの試料におけるＣａＳ、ＭｇＳおよびＭｎＳの
濃度から、最大硫化物の質量％での平均組成を算出する。
【実施例】
【００８３】
　先ず、高炉から出銑された溶銑を溶銑予備処理にて脱硫し、７０ｔ転炉にて脱りんおよ
び脱炭処理した後、取鍋に出鋼した。取鍋に出鋼する際にはＡｌを添加して溶鋼を脱酸し
、合金元素を添加し、その後取鍋内の溶鋼上にあるスラグを除去してから保温用のフラッ
クスを添加した。
【００８４】
　次に、取鍋精錬処理として、工程１：フラックス吹込み処理、工程２：スラグ精錬処理
、工程３：溶鋼環流処理を順次行った後、連続鋳造、分塊圧延、棒鋼圧延を行って、質量
％で、Ｃ：０．０５～０．３０％、Ｓｉ：０．０５～１．０％、Ｍｎ：０．１０～２．０
％、Ｐ：０．０５０％以下、Ｓ：０．００８％以下、Ｃｒ：０．４～２．０％、Ａｌ：０
．０１０～０．０５０％、Ｎ：０．０１０～０．０２５％およびＯ：０．００１５％以下
を含有し、残部はＦｅおよび不純物の化学組成からなる浸炭軸受鋼鋼材の化学組成を満足
する鋼材（棒鋼）を製造した。
【００８５】
　このとき、比較例として、工程１：フラックス吹込み処理を省略した処理も行った。表
１に、本発明と比較例の鋼材の成分をまとめて示す。
【００８６】
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【表１】

【００８７】
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　表１に記載した鋼は、化学組成が本発明で規定する範囲内にある浸炭軸受鋼鋼材であり
、比較例として挙げた鋼１０と鋼１１は、本発明に規定するＳが０．００８％以下の範囲
から外れている。
【００８８】
　（１）工程１：フラックス吹込み処理
　取鍋内の溶鋼を粉体吹込み装置まで搬送した後、溶鋼にバブリングランスを介してＡｒ
ガスとともにＣａＯ系精錬フラックスを吹込み、溶鋼を撹拌した。
　ここで、「ＣａＯ系精錬フラックス」は、ＣａＯを４５～５５質量％、Ａｌ２Ｏ３を３
０質量％以下含み、最大粒径が１．０ｍｍ以下の粉末のものを使用した。
　表２に、本発明と比較例のフラックス吹込み処理条件を纏めて示す。
【００８９】
【表２】

【００９０】
　本発明の実施例である鋼１～鋼９の処理では、ＣａＯ系精錬フラックスを、該ＣａＯ系
精錬フラックス中のＣａ量が、Ｃａ純分として溶鋼１ｔあたり１．０～２．６ｋｇの範囲
で、５分間かけて吹き込んだ。このうち、鋼１～鋼８の処理では、（１）式から求まる撹
拌動力密度が１８０Ｗ／ｔ以上３７０Ｗ／ｔ以下の条件で吹き込み、鋼９の処理ではそれ
が３８０Ｗ／ｔの条件で吹き込んだ。
【００９１】
　一方、比較例である鋼１０と鋼１１の処理では、実施例と同じフラックスを、ＣａＯ系
精錬フラックスをＣａＯ系精錬フラックス中のＣａ量が、Ｃａ純分として溶鋼１ｔあたり
０．９ｋｇ、０．８ｋｇと、本発明の規定範囲である１．０ｋｇ以上を満たさない量を、
　（１）式から求まる撹拌動力密度がそれぞれ１７０Ｗ／ｔ、４００Ｗ／ｔの条件で、５
分間かけて吹きこんだ。
【００９２】
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　その結果、鋼１０ではフラックス吹込み量が少なく、かつ、撹拌動力密度も低くしたた
めに、鋼材中のＳが０．０１３％と高め外れになる一因となった。また、後述するように
、介在物中のＣａＳ濃度が０．３％と低く外れて、転動疲労寿命が低くなる原因となった
。
【００９３】
　鋼１１ではフラックス吹込み量は少なくしたものの、撹拌動力密度は本発明の規定範囲
より大きく設定したが、やはり鋼材中のＳが０．０１１％と高め外れの一因となり、かつ
、介在物中のＣａＳ濃度が０．６％と低く外れて、転動疲労寿命が低くなる原因となった
。したがって、フラックス吹込み量が不足している場合、撹拌動力密度を高くしても介在
物組成を改善する効果を上げることができないと分かった。
【００９４】
　ところで、本発明の実施例である鋼９の処理と比較例である鋼１１の処理では、吹き込
み時の撹拌動力密度をそれぞれ３８０Ｗ／ｔおよび４００Ｗ／ｔと高くしたところ、吹き
込み中に溶鋼が溢れるトラブルが発生した。他の実施例である鋼１から鋼８の処理では、
撹拌動力密度が１８０Ｗ／ｔ以上３７０Ｗ／ｔ以下の条件で吹き込んで、溶鋼が溢れるト
ラブルもなく、後述するように所期の効果をあげることができていたことから、撹拌動力
密度は３７０Ｗ／ｔ程度以下が通常好適であると考えられる。
【００９５】
　なお、比較例として記載した鋼１２～１４の処理は、フラックス吹込みを行わずに、従
来のＶＡＤ処理とＲＨ処理だけを行って製造した例である。
【００９６】
　フラックス吹込み処理を行わなくても、表１に記載したように本発明で規定する化学成
分を満たす鋼の溶製は可能であるが、後述するように介在物中のＣａＳ濃度が１％未満の
例が発生して、転送疲労寿命が十分改善されないことがあるので、別途注意を必要とする
。
【００９７】
　（２）工程２：スラグ精錬処理
　その後、ＶＡＤを用いてスラグメタル反応を伴うスラグ精錬処理を行い、溶鋼組成およ
び介在物組成を調整するとともに、溶鋼温度を調整した。この時、追加する精錬剤として
生石灰および工程１で吹き込んだ精錬用フラックスをＣａＯ／Ａｌ２Ｏ３質量比で２～３
程度になるように調整したものと、ＣａＦ２源としての蛍石とを合計して６～１４ｋｇ／
ｔ添加した。ＶＡＤではおよそ４０分間処理し、その間に溶鋼温度はおよそ１６００℃か
ら１６５０℃で推移させた。
【００９８】
　表３に、本発明と比較例のＶＡＤ処理条件を、処理後のスラグ組成と共に纏めて示す。
【００９９】
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【表３】

【０１００】
　実施例、比較例を通じて、比較例である鋼１３の処理でＣａＯ／ＳｉＯ２質量比が４．
８とやや低めに外れていたほかは、所定のスラグ成分範囲に制御されていた。
【０１０１】
（３）工程３：溶鋼環流処理
　さらにＲＨ（溶鋼環流型真空脱ガス処理装置）を用いて、溶鋼の脱ガスおよび介在物量
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低減を図る溶鋼環流処理を行った。ＲＨでの処理時間は、溶鋼成分を微調整するための合
金鉄等の添加完了後に溶鋼環流処理を１５～２０分間行い、溶鋼温度調整や成分微調整の
ための処理を含めて、全部でおよそ３０分間であった。この時、溶鋼温度はおよそ１５５
０℃から１６００℃で推移させた。
【０１０２】
　（４）連続鋳造、分塊圧延、棒鋼圧延
　その後、連続鋳造法により鋳込み、３００ｍｍ×４００ｍｍサイズの鋳片を得た。
【０１０３】
　上記のようにして得た鋳片を均熱炉で１２５０℃に保持した後、１１００℃～１０５０
℃の温度域で分塊圧延して１６０ｍｍ×１６０ｍｍの鋼片とし、さらにその鋼片を１２０
０℃に加熱した後、１２００℃に加熱した後、１１００～１０２０℃の温度域で棒鋼圧延
して直径１２０～７０ｍｍの棒鋼を製造した。
【０１０４】
　（５）介在物調査
　前記した棒鋼から介在物を調査するため、長手方向縦断面に対して表面と中心の中間位
置であるＲ／２部（「Ｒ」は棒鋼の半径を表す。）から、１０ｍｍ×１０ｍｍのミクロ試
料を３０個作製した。上記のようにして採取したミクロ試料１００ｍｍ２中に存在する介
在物について、まず、酸化物であるのか硫化物であるのかを調査した。
【０１０５】
　次いで、硫化物の介在物について、最大の介在物の長径と短径を測定し、√ＡＲＥＡｍ

ａｘ＝（長径×短径）１／２として、各鋼の３０個それぞれについて√ＡＲＥＡｍａｘを
求めた。
【０１０６】
　また、測定した介在物の長径（Ｌ）を短径（Ｗ）で除してアスペクト比を求め、酸化物
と硫化物のそれぞれについて、３０個の最大介在物のアスペクト比を算術平均して、平均
のアスペクト比を求めた。
【０１０７】
　介在物の長径は、単体または複数からなる群にて存在する介在物の端と端を結んだ最大
の辺とし、その長径の辺と平行な線で挟んだ介在物の最大幅を短径とした。また、群にて
存在する介在物では、隣接する２つの介在物間の距離と小さい方の介在物径√ＡＲＥＡと
を比較し、小さい方の介在物径√ＡＲＥＡの値が隣接する２つの介在物間の距離よりも大
きな場合には両者は一体と判断し、また小さい方の介在物径√ＡＲＥＡの値が隣接する２
つの介在物間の距離より小さな場合には両者が別々の介在物と判断した。
【０１０８】
　そして、前述の〈１〉～〈６〉に従い、横軸に√ＡＲＥＡｍａｘ、縦軸に基準化変数ｙ
をとって極値統計用紙に測定した３０個のデータをプロットし、最小二乗法によって近似
直線を求めた。
【０１０９】
　そして、極値統計処理を行い、３００００ｍｍ２中に存在する硫化物の介在物について
、最大介在物の√ＡＲＥＡｍａｘを予測した。
【０１１０】
　また、測定した３０箇所の最大硫化物の平均組成は、前述の方法で調査した。
　すなわち、硫化物については、エネルギー分散型分光器（ＥＤＳ）によって、硫化物中
のＣａ、Ｍｇ、Ｍｎ、Ｓの含有量を「ｍｏｌ％」で定量し、前述の方法でＣａＳ、ＭｇＳ
およびＭｎＳの濃度を求め、３０個それぞれの試料におけるＣａＳ、ＭｇＳおよびＭｎＳ
の濃度から、最大酸化物の質量％での平均組成を算出した。
【０１１１】
　（６）転動疲労試験
　前記した化学組成を有する溶鋼を連続鋳造して得た鋳片を分塊圧延し、さらに棒鋼圧延
して直径１２０～７０ｍｍ程度の棒鋼の長手方向が素形材の厚みとなるように、直径が６
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【０１１２】
　上記直径が６０ｍｍで厚みが５．５ｍｍの素形材を、図１に示すヒートパターンで「浸
炭焼入れ－焼戻し」した後、素形材の表面をラッピング加工して転動疲労試験片を作製し
て、転動疲労寿命に供した。図１の「Ｃｐ」は、「炭素ポテンシャル」を、また、「Ｏ．
Ｑ．」は「油焼入れ」を表す。焼戻し後の冷却は大気中放冷とし、図１では「Ａ．Ｃ．」
と表記した。
【０１１３】
　転動疲労試験は、スラスト型の転動疲労試験機を用いて、最大接触面圧５２３０ＭＰａ
、繰り返し速度１８００ｃｐｍ（ｃｙｃｌｅ　ｐｅｒ　ｍｉｎｕｔｅ）の条件で、試験数
を１０として行った。
　表４に、転動疲労試験の詳細条件を示す。
【０１１４】
【表４】

【０１１５】
　転動疲労試験結果はワイブル分布確率紙上にプロットし、１０％破損確率を示すＬ１０

寿命を「転動疲労寿命」として、転動疲労特性を評価した。
【０１１６】
　表５に転動疲労特性評価および硫化物の予測√ＡＲＥＡｍａｘ、平均Ｌ／Ｗ、硫化物の
平均組成結果を纏めて示す。表５に記載した「硫化物平均組成」は、硫化物系介在物を構
成するＳ含有化合物の平均組成の意味であり、そのＭｎＳ濃度はＣａＳ、ＭｇＳおよびＭ
ｎＳの３成分の合計が９５％以上であるものに関し、便宜的に「１００－（ＣａＳ濃度＋
ＭｇＳ濃度）」を記載してある。
【０１１７】
　なお、表５には、硫化物の予測√ＡＲＥＡｍａｘ、平均Ｌ／Ｗと同様な手法で求めた、
酸化物の予測√ＡＲＥＡｍａｘ、平均Ｌ／Ｗの値も、参考用に示した。
【０１１８】
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【表５】

【０１１９】
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　本発明の実施例である鋼１～鋼９は、いずれも介在物中で硫化物系介在物を構成するＳ
含有化合物の平均組成が、ＣａＳ：１．０質量％以上、ＭｇＳ：０～２０質量％、かつ、
ＣａＳ、ＭｇＳおよびＭｎＳの３成分の合計が９５質量％以上に制御されていて、転動疲
労寿命も１８．４×１０６以上と良好であった。
【０１２０】
　一方、比較例のうち、工程１の要件を満たさなかった鋼１０および鋼１１に関しては、
既に説明したように各鋼において介在物組成の制御が不十分になった結果、硫化物系介在
物を構成するＳ含有化合物の平均組成が、ＣａＳ：１．０質量％以上とならず、転動疲労
寿命が２．５×１０７以下に留まった。
【０１２１】
　また、比較例のうち、工程１を行わなかった鋼１２～鋼１４では、今回の調査ではいず
れも介在物の組成を所定範囲に制御することができていなかった。

【図１】
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